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第７１号議案 

   芦屋市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 芦屋市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように定

める。 

   平成２６年１２月１日提出 

芦屋市長 山 中  健    

提案理由 

 翠ヶ丘町の市営住宅の建替えに伴い，建替え後の住宅の位置等を定めるとともに，

自動車保管場所の使用者の資格に係る規定を改めるため，この条例を制定しようとす

るもの。 
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芦屋市条例第  号     

   芦屋市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

芦屋市営住宅の設置及び管理に関する条例（平成９年芦屋市条例第３１号）の一部

を次のように改正する。 

第４４条を次のように改める。 

（使用者の資格） 

第４４条 保管場所を使用する者は，次の各号に掲げる条件をいずれも具備する者で

なければならない。 

(1) 市営住宅の入居者又は同居者であって，当該市営住宅に設置されている保管場

所を自ら使用するために必要としていること。 

(2) 第４０条第１項各号のいずれにも該当しないこと。 

２ 前項第１号の規定にかかわらず，市長が特に必要と認めるときは，別表第２に定

める市営住宅の入居者又は同居者は，同表の保管場所を使用することができる。 

別表第１中「２６年度」を「昭和２６年度」に， 

「 

２７年度 宮塚町１２番２４号 １ ８ 石造ブロック２階建 ４０.１６

翠ヶ丘町５番２～６号 ５ ２０ 簡易耐火２階建 ４６.４４

翠ヶ丘町２０番１～３

号 

３ ３ 木造平家建セメント瓦

葺 

２５.６１

」 

を 

「 

２７年度 宮塚町１２番２４号 １ ８ 石造ブロック２階建 ４０.１６
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翠ヶ丘町２０番１～３

号 

３ ３ 木造平家建セメント瓦

葺 

２５.６１

」 

に改め，同表中 

「 

４１年度 翠ヶ丘町２３番１０―

１０５，２０５～２１０

号 

３０５～３１０，４０５

～４１０号 

５０５～５１０号 

１ ２５ 鉄筋コンクリート造４

階建 一部５階建 

３７.４６

」 

を削り，同表中「元年度」を「平成元年度」に改め，同表に次のように加える。 

２６年度 翠ヶ丘町５番４― １ ３５ 鉄筋コンクリート造４

階建 

２１３，３１３号      ３９.０１

２１２，２１４，３１２，

３１４号 

    ３９.７２

２０８～２１１，３０８

～３１１号 

４０８号 

    ４０.１０

３０６，４０６号      ４０.４２

２０７，３０７，４０７

号 

    ４１.６２

１０１，１０２号 

２０１～２０４，３０１

～３０４号 

４０３，４０４号 

    ４９.３０

２０５，３０５，４０５

号 

    ６７.７９
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 別表第２及び別表第３を次のように改める。 

別表第２（第４４条，第４５条関係） 

自動車保管場所使用料 

保管場所 使用料月額（円） 

翠ヶ丘町５番住宅 ８，０００

建物内１０，０００

翠ヶ丘町２３番住宅 ８，０００

楠町住宅 ８，０００

宮塚町２番住宅 ８，０００

大東町４番住宅 ８，０００

大東町５番住宅 ８，０００

建物内１０，０００

大東町１１番住宅 ８，０００

大東町１４番住宅 ８，０００

大東町１５番住宅 ８，０００

大東町１６番住宅 ８，０００

大東町１７番住宅 ８，０００

建物内１０，０００

西蔵町住宅 ８，０００

南芦屋浜団地 ８，０００

建物内１０，０００

別表第３（第４７条の２関係） 

自動車保管場所目的外使用料 

保管場所 使用料月額（円） 

宮塚町２番住宅 １６,０００

楠町住宅 １６,０００

大東町４番住宅 １３,０００
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大東町５番住宅 １３,０００

   附 則 

この条例は，次の各号に掲げる区分に応じ，それぞれ当該各号に定める日から施行

する。 

(1) 第４４条の改正規定，別表第１の改正規定（２７年度翠ヶ丘町５番２～６号の

項に係る部分を除く。），別表第２の改正規定（翠ヶ丘町５番住宅の項に係る部

分を除く。）及び別表第３の改正規定 公布の日 

(2)  別表第１に次のように加える改正規定及び別表第２の改正規定（翠ヶ丘町５番

住宅の項に係る部分に限る。） 公布の日から起算して３０日を超えない範囲内

において規則で定める日 

(3) 別表第１の改正規定（２７年度翠ヶ丘町５番２～６号の項に係る部分に限る。） 

   公布の日から起算して９０日を超えない範囲内において規則で定める日 
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参 照 

   芦屋市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正要綱 

１ 改正の趣旨 

  翠ヶ丘町の市営住宅の建替えに伴い，建替え後の住宅の位置等を定めるとともに，

自動車保管場所の使用者の資格に係る規定を改めるため，この条例を制定しようと

するもの。 

２ 改正の内容 

(1) 自動車保管場所の使用者の資格について，市長が特に必要と認めるときは，別

表第２に定める市営住宅の入居者又は同居者は，同表の保管場所を使用すること

ができることとする。（第４４条関係） 

(2) 翠ヶ丘町２３番１０（北Ａ－２棟）住宅及び翠ヶ丘町テラス住宅の供用を廃止

する。（別表第１関係） 

(3) 建替え後の翠ヶ丘町５番住宅の位置等を次のとおり定める。（別表第１関係） 

団地名 棟数 戸数 構造 １戸当たり床面積

翠ヶ丘町５番４―１

０１号～４０８号 

１ ３５ 鉄筋コンクリート造４階

建 

３９.０１m2～６７.

７９m2

(4) 翠ヶ丘町５番住宅に自動車保管場所を新たに設置し，使用料月額を８，０００

円（建物内１０，０００円）とする。（別表第２関係） 

(5) 自動車保管場所に係る住宅の名称を変更する。（別表第２及び別表第３関係） 

(6) その他規定の整理 

３ 施行期日 

(1) ２(1)，(2)（翠ヶ丘町２３番１０住宅に係る部分），(5)及び(6)の規定 公布

の日 

(2) ２(3)及び(4)の規定 公布の日から起算して３０日を超えない範囲内におい

て規則で定める日 

(3) ２(2)（翠ヶ丘町テラス住宅に係る部分）の規定 公布の日から起算して９０

日を超えない範囲内において規則で定める日 


